
























































































































































































①議長は、評議員としての議決に加わることができない

(2)評 議員について

①日本基督教団教師中より選任される者 2名 (理事会において選任する)

②理事の中から選任される者 4名 (理事会において選任)

③この法人の設置する学校の専任教職員の中から選任される者 2名 (理事会に

おいて選任)

④この法人の設置する学校を卒業した年令25歳以上の者の中から選任される者 3名

(理事会において選任する)

⑤この法人の設置する学校に在籍する学生の保護者の中から選任 される者 1名

(理事会において選任する)

⑥この法人に関係ある学識経験者の中から選任される者 6名 (①から⑤の規定に

より選任された評議員の過半数の議決をもつて選任する)

⑦この法人の設置する聖和大学学長は職務上評議員たるものとする

②、③、⑤、⑦に規定する評議員は、その地位を退いた時、評議員の職を失う

(3)評 議員の任期について

3年 とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

また評議員は、再任することができる

(4)理 事長の諮問事項について

理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない事項は、

①予算、借入金 (当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く)

及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分

②事業計画

③予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

④寄附行為の変更

⑤合併

⑥目的たる事業の成功の不能による解散

⑦寄附金品の募集に関わる事項

③その他この法人の業務に関わる重要事項で理事会において必要と認めるもの

(5)評 議員会の意見具申等について

評議員会は、この法人の業務若 しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況に

ついて、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を

徴することができる

◆添付資料 5「 学校法人聖和大学寄附行為」(pp。3～5)参 照。

(6)法 人の管理運営について今後改善や変更をしたいと考えている事項があれば記述

して下さい。また、法人が抱えている問題あるいは課題について差し支えのない範囲で

記述して下さい。

懸案事項の情報を事前に遺漏無く十分に行 うことにより、毎月開催される理事会の審議

及び決定能力そして責任能力が実質的に高まったが、評議員会の機能充実のためにも同様

口82-



の努力を継続する必要がある。原則として年 2回 開催の評議員会には、提供する情報内容

の適切性と提供方策は、非常に重要な課題である。

理事及び評議員には、多くの学外理事及び評議員が関わっており、多様な視点からの

討議を経た意志決定ができ法人運営の客観性を維持できるが、規程上学内から確実に理事

になるのは職務上の学長のみであるので、学内理事の増員も検討する必要性が出てきて

いる。

【教授会等の運営体制について】

(1)短 期大学の教育 ・研究上の トップである学長は、短期大学の教育活動全般に

ついて適切にリーダーシップを発揮 しているか、また短期大学に係る教育 ・研究上の

事項はどのような流れで決定し、その流れのなかで学長はどのように関与しているかを、

できれば学長 自身が率直に現状を記述 して下さい。なお学長選考規程等があれば

訪問調査の際に拝見することがありますのでご準備下さい。

聖和キャンパスでは、大学院、大学、短期大学部、幼稚園、乳幼児保育センター、児童

相談研究所、おもちゃとえほんのへや、等々の幼児教育関連施設が連携して、幼児教育に

関する研究と教育の環境を創 り上げてきた長い歴史がある。学長の重要な責任は、この

連携活動を適切に維持すると同時に短期大学が持つ特色を発揮できる環境を創ることで

ある。限られた財政状況の下で、
一歩ずつではあるが、この幼児教育環境の整備が行われ、

教員の発想による短期大学にふさわしい特色あるプログラム作りを支援する精神的物理的

環境を構築 しつつある。このことが、在学生、卒業生への教育プログラムとして展開

されてきている。また、聖和キャンパスの教育環境を地域支援、子育て支援へ向けて

活用 してい く基本的構想に関 して、我々は歩調を合わせている。具体的な教育 ・

研究活動は、先ず短期大学で構想 し、それが全学的な視野の下で適切に実行されるよう

学長を中心に複数の委員会で検討されている。

(2)教 授会についての学則上の規定 (教授会で議すべき事項等を含む)、平成18年度

における開催状況 (主な議案、構成メンバー、出席状況等を含む)を 年月 日の順に

記述して下さい。なお、学則を添付して下さい。

1。教授会についての根拠規程

「聖和大学短期大学部学則」による。

2.教 授会

本学に教授会をおき、教授会は学長 ・教授 ・准教授 ・助教及び専任講師をもつて組織

する。また、教授会は学長が必要と認めたとき、又は教授会構成員の3分の1以上の要求

があつたとき、学長がこれを召集し、その議長となる。

3口教授会の議決事項

①教授 0准教授 ・講師 ・助教 ・助手及び教学補佐の人事に関する事項

②名誉教授に関する事項

③研究及び教育に関する事項

④教育課程に関する事項
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⑤ 学則及び諸規程の変更に関する事項

⑥ 学生の入学 ・転学 0休学 ・復学 ・退学 ・再入学 ・卒業及び賞罰に関する事項

⑦ 科目等履修生及び委託生に関する事項

③ 学生の試験に関する事項

⑨ その他本学に関する重要な事項

4。平成18年度教授会開催状況

表8-3教 授会開催状況

年 月 日 主な議案 出席者数 定数

平成

18年

学籍異動の件

科目等履修生の件

入試に関する件 (指定校推薦入試、募集要項)

26 平成19年度入学者数の件

入試広報活動役割分担の件

入試に関する件 (査定基準、入試説明会、オー

プンキャンパス、指定校訪問)

補講の件

昇任人事審査委員の件

平成19年度学則 ・規程等変更の件
「教育と社会」科目担当非常勤講師の件

28 入試に関する件 (査定基準、ピアノ)

関西学院大学社会学部指定校推薦編入学の件

14

関西学院大学社会学部指定校推薦編入学の件

来年度開講科目の件

追試験許可の件

学籍異動の件

14

29 教育学部指定校推薦編入学の件

短期大学部将来構想の件

学籍異動の件

第二者評価の件

昇任人事の件

SEIWAサ マーセミナーの件

推薦入試の件

教育実習Ⅱ追実習の件

推薦入試査定

学則変更の件
「家族援助論」担当非常勤講師の件

平成19年度予算請求の件

特色 GPの 件

認定ベビーシッターの件
「保育実習I―B」等担当非常勤講師の件
「要覧」記載事項の件

インターンシップの件

平成

19年

「教育実習 I」担当非常勤講師の件
「要覧」記 載事項の件

平成19年度校務分掌の件

卒業式代表者の件

14

一般入試査定会

入試要項の件
「要覧」記載事項の件

平成19年度規程変更 (追加)の 件

14
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年 月 日 主な議案 出席者数 定数

平成

19年

23 「教育と社会」レポー ト提出に関する件

追試験許可の件

平成20年度入学者数の件

校務分掌の件

入試要項の件

特色 GPの 件

28 在学生成績報告会 14

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:

「聖和大学短期大学部学貝J」(p.501)参照。

「短期大学部教授会規程集」(p.28)参照。

◆参考資料52「 2006年度短期大学部 (保育科)教 授会議事録」参照。

(3)学 長もしくは教授会の下に教育

場合はその名称と根拠規程、主な業務、

記述して下さい。

・研究上の各種の委員会等を設置 している

構成メンバー、平成18年度の開催状況等を

短期大学部教授会規程 :第 9条 教授会に各種委員会を置くことができる

表 8-4 平 成18年度各種委員会開催状況

委員会等 校務

分掌

規程 委員

長

副委

員長

メンバー 平成18年

度開催数教員 職員

大学評議会
・学則等改廃・学長が諮問する事項の審議等

○ ○ ○

2 学部長 ・学科主任 ・科長会
・短期大学 ・大学の各学部 ・学科の連絡 ・調整

○ ○ ○

3 大学執行部会
・教学関連委員会の長とその事務部門の長との調整

○ ○

4 教務委員会
・教育課程に関する事項

・授業 ・試験及び成績管理に関する事項等

○ ○ ○ 1(1)

実習委員会
・短大及び大学の実習に伴う実務業務に関する件

○ ○ ○

保育科実習委員会
・保育科の実習時期に関する事項の報告・協議等

○ ○ ○

教育学部実習委員会
・教育学部の実習時期に関する事項の報告・協議

○ ○ ○

人文学部実習委員会

・人文学部の実習時期に関する事項の報告 ・協議

○ ○

インターンシップ委員会
・インターンシップに関する事項の報告 ・協議

○

学生委員会 ○ ○ ○

学生相談室委員会 ○ ○ ○

学寮委員会 ○ ○

就職委員会

0就職活動の支援に関する基本方針の検討等

○ ○ ○

就職小委員会 (保育科)
。保育科の学生の進路にかかわる業務

○ ○
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委員会等 校務掌 規程 委員

長

副委

員長 メンバー

平成18年

度開催数

教員 職員

就職小委員会 (教育学部)

'教育学部の学生の進路にかかわる業務

○ ○

就職小委員会 (人文学部)

0人文学部の学生の進路にかかわる業務

○ ○

図書館委員会 ○ ○ ○ ○ 2(1)

図書館選定委員会 ○ ○ ○ ○ 2(1)

おもちゃとえほんのへや委員会 ○ ○

宗教委員会  ・ 学校礼拝の企画・実行等 ○ ○

入学試験委員会

・入学試験の実施及び提案・学生募集の検討

○ ○ ○ ○

音楽委員会

・音楽関係科目担当者の調整

・学内の楽器、音楽教材、備品の管理等

○ ○ ○ ○

部落差別 0人権問題委員会 ○ ○ ○ ○ 12

人権相談委員会

0人権侵害の訴えに対する相談窓口

○ ○ ○

公開講座委員会

・公開講座全体に関する事項について

○ ○ ○

幼児教育大学委員会

0幼児教育大学の準備等

○ ○

オープン ・セミナー委員会 ○ ○

国際交流委員会

,留学生支援関連業務

・語学研修旅行関連業務等

○ ○

論集編集委員会

・原稿募集・編集・発行業務

○ ○

情報メディア委員会

・「情報システム」の運営 0管理の検討等

○ ○ ○ 3

児童相談研究所運営委員会 ○ ○ ○

20 安全衛生委員会 ○ ○

特色GP。現代GP検討委員会

・特色GP・現代GPプログラム案の作成等

○

22 自己点検 ・評価委員会 ○ ○ ○

23 短期大学部第二者評価委員会 ○

24 短期大学部第二者評価作業委員会 ○

◆参考資料15「 各種委員会議事録綴」参照。

(4)短 期 大学の運営全般 について抱 えてい る問題 あるいは課題 について

差し支えがない範囲で記述して下さい。

受験生の4年 制大学への進学志向が強くなり、短期大学は学生の確保が難しくなりつつ
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ある。それに加えて、幼稚園教諭や保育士養成課程の新設や定員増を行 う大学、短期大学

が周辺で急増 しているため、学生の確保がますます困難になつてきている。本学は

平成18年度より入学者数を入学定員に合わせる等、教育の質の確保に努めているが、

このことにより学生納付金が大幅に減少し、財政的に厳しい状態にある。一方で、学生

確保のためには優れた教育環境を整備するための歳出が必要であり、人件費の大幅カット

により何とか収支のバランスを図つているのが現状である。今後、財政にとつて直接的な

寄与にはならないが短期大学に求められている社会的貢献も積極的に推進していきたいと

考えている。

【事務組織について】
(1)現 在の法人全体の事務組織図を記載 し、その中に短期大学の事務部門を記入

して下さい。また組織図には短期大学の事務部門の役職名 (課長、室長相当者以上。

兼職の有無を含む)、 各部門の人員 (専任 ・兼任を別を含む)、 各部門の主な業務を

含めて記入して下さい。また事務組織が使用している部屋等は、機器 ・備品を含めて

訪問調査の際に案内いただきます。

図 8 - 1  事 務 組 織  (平 成 1 9年 5月 1日現在)

副学長 キリス ト教教育主事
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表 8-5 各 部門の主な業務

(平成 18年 5月 1日 現在)

大学事務局 局長

学長事務課 課長 専任職員 1名 嘱託職員 1名

①

②

③

④

　

　

⑤

⑥

⑦

③

組織及び職務権限に関する事項

理事会及び評議員会に関する事項

教授会、学部科長会その他の会議及び委員会に関する事項

専任教職員 (幼稚園教諭を含む)及 び非常勤教職員に関する事項

(人事に関する事項、出張派遣に関する事項、教育及び研修に関する事項、表彰

に関する事項)

経費予算の計画及び執行に関する事項

学則に関する事項

学長の秘書的業務に関する事項

学年暦に関する事項

教務課 課長 (実習指導室長兼務) 専任職員 2名 嘱託職員 2名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

教務に関する調査及び企画に関する事項

教育課程に関する事項

教員免許、保育士その他の資格に関する事項

時間割作成に関する事項

履修登録に関する事項

授業、試験及び成績管理に関する事項

成績証明書等の証明書の発行に関する事項

卒業資格に関する事項

実習指導室 室長 (教務課長兼務) 専任職員 1名 嘱託職員 4名

① 学生の実習指導に関する事項

学生課 課長 専任職員 1名 嘱託職員 1名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

学籍及び学生の身分に関する事項

奨学金に関する事項

学費延納 ・減免に関する事項

学生生活及び課外活動に関する事項

留学生に関する事項

在学証明書等の証明書発行に関する事項

学生に関する調査事項

学校行事 (入学式、オリエンテーション、フレシュマンキャンプ)に 関する事項

学生保険に関する事項

国際交流室 室長 (教員) 嘱託職員 1名

①

②

③

④

⑤

教職員の国際交流に関する事項

学生の国際交流に関する事項

学生の海外研修に関する事項

学生の海外留学に関する事項

外国人教員及び留学生の出入国に関する事項

保健室 専任看護師 1名 嘱託職員 3名

(産業医 1名 ・看護師 2名 )

①

②

③

学生の定期健康診断及び保健管理に関する事項

教職員の健康診断及び衛生管理に関する事項

応急手当

学生相談室 嘱託職員 1名  (カ ウンセラー)

① 学生の相談に関する事項
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学生寮 専任寮監 1名 嘱託職員 1名

①

②

学生の寮生活に関する事項

学生寮の管理運用に関する事項

就職課 課 f 専任職員 2名

①

②

③

就職に関する学生の指導、相談及び斡旋に関する事項

求人の受理、開拓、調査等求人に関する事項

就職に関する推薦書等の発行に関する事項

おもちやとえＭ
「Ч
洲
判
創コ
ｑ
測
判
湘
Ⅵ
釧

ノのへや   _二 専任職員 1名 嘱託職員 1名

子ども図書その他の資料の収集に関する事項

子ども図書その他の資料の目録、分類及び整理に関する事項

子ども図書の製本に関する事項

子ども図書その他の資料の閲覧及び貸出しに関する事項

子ども図書その他の資料の管理に関する事項

参考業務及び利用指導に関する事項

情報の収集整理及び提供に関する事項

図書館 館長 (教員) 専任職員 2名 嘱託職員 2名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

図書その他の資料の収集に関する事項

図書その他の資料の目録、分類及び整理に関する事項

図書の製本に関する事項

図書その他の資料の閲覧及び貸出しに関する事項

図書その他の資料の管理に関する事項

参考業務及び利用指導に関する事項

図書資料の複写に関する事項

情報の収集整理及び提供に関する事項

図書分室の設置、廃止及びその運営に関する事項

総務部 部長

総務課 課長 (入試課兼務) 専任職員 2名 嘱託職員 4名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

①

⑫

⑬

⑭

⑮

⑬

規則及び規程の制定、改廃、編集に関する事項

登記に関する事項

契約に関する事項

各種団体の名簿に関する事項

調査及び諸統計の収集、作成及び保管に関する事項

家庭会、後援会に関する事項

専任及び嘱託職員の労務及び安全衛生管理に関する事項

行事、式典等に関する事項

食堂及び売店に関する事項

受付及び電話取次に関する事項

郵便物の受付、配布、発送等に関する事項

学報 (大学案 内、聖和大学報、聖和広報、学外への宣伝、ホームページ、

マスコミの対応等)に 関する事項

消耗品 (10万円未満)、物品 (10万円以上)の 調達及びその管理に関する事項

土地及び建物の管理に関する事項

損害及び火災保険に関する事項

その他の一般庶務事項

施設課 課長 専任職員 3名

①

②

施設 ・設備の管理及び得喪、新設及び改良に関する事項

情報メデ ィア室関連 を除 くコンピュー タ及びその周辺機器、オーデ ィオ

ビジュアル機器の調達及び管理に関する事項
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校舎内外の整頓、清掃に関する事項

構内の警備及び火災防止に関する事項

施設及び工作物の保安に関する事項

嘱託職員 1名課長 (総務課兼務)

学生募集及び入学試験に関する事項

入学者選抜業務に関する事項

入試に係わる広報に関する事項

歴史資料室 0史料展示室

歴史史料の管理及び整理に関する事項

歴史編纂に関する事項

歴史史料の展示及び保管に関する事項

専任職員 2名

長期経営計画に関する件

予算及び決算に関する事項

資金計画及び資金運用に関する事項

寄付金品の募集に関する事項

借入金に関する事項

私立学校経常費補助金及びその他の補助金に関する事項

文部科学省、日本私学振興 ・共済事業団、その他本学力日盟団体の調書のうち経理

関係書類等の作成に関する事項

会計記録の作成及び保管に関する事項

現金、預金等の出納管理に関する事項

学生給付金、その他の出納に関する事項

給与その他、報酬の計算及び支給に関する事項

教職員の福利厚生に関する事項

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　

③

⑨

⑩

①

⑫

公文書 (登記、契約、調査書等)及 び資料の整理及び管理に関する事項

購入物品 (10万円以上)の 検収に関する事項

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:

「事務分掌規定」(pp。16～18)参 照。

「職務権限規程」(pp。19～20)参 照。

(2)事 務職員の任用 (役職者の任免を含む)に ついて現状を訪問調査時にご説明

下さい。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:

「職員の採用 ・昇格に関する規程」(p。106)

(3)事 務組織について整備 している諸規程名を列記 して下さい。なお諸規程等は

訪問調査の際に拝見することがありますのでご準備下さい。

(1)運 営組織に関する規程

(4)稟 議規程

(2)事 務分掌規程

(5)教 職員就業規則

(3)職 務権限規程

(6)嘱 託職員規程

“90



(7)嘱 託職員に関する内規   (8)職 員の採用、昇格に関する規程

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」参照。

(4)決 裁処理の概要と流れ、また公印や重要書類 (学籍簿等)の 管理、防災の状況、

情報システムの安全対策等の現状を記述して下さい。

1。決裁

(1)理事会から委任された運営に関する様々な業務は、毎週開かれる常務委員会で審議

決裁される。その結果は部課長会で報告し、各部署に伝達される。

(2)予算の立案は、常務委員会で予算方針が決定され、大学事務局学長事務課より保育科、

各部署及び各委員会に伝えられる。予算方針に則り、各部署で予算案を立案し、大学

事務局学長事務課に提出する。大学事務局学長事務課は、申告された内容について

財務部とともに査定検討し、常務委員会に報告する。常務委員会で、予算案を検討、

審議 し、理事会で決定される。予算が理事会で承認 された後は、大学事務局学長

事務課から予算について伝達される。予算執行については、各部署は予算執行依頼書

を作成 し、大学事務局学長事務課に提出する。予算超過の場合は事前に稟議書を

起案し、常務委員会による決裁の後、執行する。

2.公 印

公印を制定し、又は改刻するときは、 「公印取扱規程」に基づき、公印制度申請に

記載 し総務部長を通 して学長に申請する。承認 された公印は総務部で作成 し、公印

登録帳に登録した後、総務部で管理する。理事長印、学長印等の公印は大学事務局で

公印押印申請書にて文書決裁し押印する。

3。文書

「文書取扱規程」及び 「文書保存規程」に基づき、文書名及び保存期間を銘記して

各担当部署で管理している。管理場所は所定の耐火金庫内で保管している。防災 ・情報

システムの安全対策については 《Ⅸ.財 務》 【施設設備について】 (2)に 記載して

いる。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:
「稟議規程」(p.21)参照。
「文書取扱規程」(pp.211～224)参 照。
「公印取扱規程」(pp.223～224)参 照。

(5)事 務職員は教員や学生から支持 され信頼されているか、できれば事務組織の

責任者 (事務局長等)が 現状を率直に記述して下さい。

コミュニケーションが足りず信頼が得られない場合もあるが、卒業生に対して2007年

2月 に行つたアンケー ト調査結果においては、「職員の対応」については満足との評価を

得ている。問題が起これば、小さな組織であるので速やかに対処する努力をしている。
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(6)事 務組織のスタッフデベロップメント (SD)活 動

改善等、事務職員の能力開発、内部研修、外部への研修等)

(業務の見直しや事務処理の

の現状を記述して下さい。

小規模校であるので、内部において組織的なものはできない状況にあるが、これを補 う

ために、講師を招き全教職員を対象とする研修会を年 2回 開催し、さらに外部の各種団体

(日本私立短期大学協会、日本私立大学連盟、
一般的な研修センター、市、企業等)が

主催する研修会にも派遣するようにしている。

(7)短 期大学の事務組織が抱えている問題あるいは課題について差し支えがなければ

記述して下さい。

4年 制大学との併設短期大学であり、連携し合いながら学生支援活動 ・教育支援活動を

実施している。本学は平成21年に関西学院と法人合併することが予定されており業務組織

においても大幅な組織改変が必要となってくる。現在、関西学院と共同して幾つかの作業

部会を設け、この課題解決に向けての話し合いが行われている。

【人事管理について】

(1)教 職員の就業について、現在、短期大学が抱えている問題あるいは課題について

差し支えがない範囲で記述して下さい。なお教職員の就業についての規程 (就業規則、

給与規程等)を 訪問調査の際にご準備下さい。

当法人は、人事管理を巡る法的整備には万全を期し、かつ実行されるよう努力を行って

いる。理事会は、建学の精神と教育目標に立脚した学校経営の方針と決定が、学内の意思

決定システムの中で必要かつ十分に情報公開され、教職員との間のコミュニケーションを

図ることによって信頼関係を築くことが、職務環境の中で最重要課題であることを認識し、

努力している。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:

「教職員就業規則」 (pp。81～86)参 照。

「給与規程」 (pp。141～144)参 照。

(2)法 人 (理事長及び理事会等)と 短期大学教職員の関係について、できれば理事長

及び学長がそれぞれ記述して下さい。

「就業に関する協議会」を設け、学期毎に最低 1回 は開くようにし、「申し合わせ事項」に

基づいて、雇用者及び被雇用者双方の協議を重ねている。(理事長)

情報開示の徹底に努めている。法人に関する事項で短期大学部教職員に開示が必要で

あると判断した場合、通達することを心掛けている。時には臨時に教職員を招集し、説明、

質疑応答の時をもつている。 (学長)
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(3)教 員 と事務職員との関係について、できれば学科長等及び事務局長がそれぞれ

記述して下さい。

本学は小規模校という利点もあつて、教員と職員の連携は密接に行われているといえる。

特に実習を重視し、平成15年に 「実習指導室」を開設し、そこにおいて実習担当教員と

指導室職員が連携 ・協力して充実を図り、その経緯については全国保育士養成協議会研究

大会でも発表した。現在、学生の指導に関しても、実習園との信頼関係においても良い

成果が得られている。また就職指導においても就職課の職員が科の就職委員会に定期的に

出席し、教員と密接に情報を交換し、対策をとっている。入試に関しても、教員と職員が

連携 ・協力して高校訪問等を行つている。 (科長)

教員と事務職員との間に遠慮や譲り合いはあるが、お互いが情報交換を密に行い、何が

学生のためになるかを第
一に考えていきたい。 (事務局長)

(4)教 職員の健康管理、就業環境の改善、就業時間の順守等の現状を率直に記述して

下さい。

1。教職員の健康管理

(1)雇 用時健診

平成18年度は12名の雇い入れ健診 (平成19年度採用を含む)に ついて産業医師より

意見書を受領した。

(2)定 期健康診断

平成18年6月14015日 で事業所健診を実施し、最終受診者は、他医院にて受診して

結果を提出した者を含めて127名 (昨年128名)と なつた。健診結果集計は、聖和

広報 (平成17年11月7日)に 掲載した。事後のフォローとしては、健診結果配布時

に産業医より健康上の留意事項を同封し、要再検査者には 「通知書兼再検査紹介状」

を同封した。

2.禁 煙支援

平成17年10月から喫煙者 (学生 ・教職員)の 禁煙を支援する取り組みを開始した。

ニコチネル (10mg5,000円、20mg5,000円、30mg5,500円)の 自己負担と産業医の診断を

受けることを条件として希望者を募り実施したところ、学生、教職員各 2名 の申し出が

あり実施した。

3.就 業時間の順守等の現状

本学の就業時間に関する件は「学校法人聖和大学就業規則」第 2章 に表記されており、

教員及び職員は、それに遵奉するよう努めている。

教員は、 「出勤簿」に押印することにより勤務実績を記録している。休業日は年度

始めに告知される 「学年暦」に準拠し、勤務日が明確化されている。疾病等により出校

が困難な場合は、大学事務局及び教務課等への速やかな連絡により対処されている。

職員は、出勤時、「タイムカー ド」によつて各自の出勤実績が記録されている。疾病

や個人的用件による有給休暇、代休等については、その都度、事前にその旨を記載し

上司に提出する。さらに昼休み及び休憩時間は、職場毎に管理され就業時間は確保

されている。
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これらの厳守すべき事項が守られなかつた場合は、総務部の労務管理責任者より、

学科長及び事務部課長へ連絡改善を試みることとなっている。改善が不充分な場合は、

常務委員会及び大学評議会を経て、懲戒等の対処を行 うことになっている。

教職員とも就業時間の厳守については、遵奉されている。

◆参考資料53「 健康診断関係資料綴」参照。

◆参考資料54「 出勤簿及びタイムカー ド」参照。

【特記事項について】

(1)こ の 《Ⅷ管理運営》の領域で示した評価項目や評価の観点の他に、管理運営に

ついて努力していることがあれば記述して下さい。

クリスマス会や歓送迎会において、理事、評議員、大学、短期大学、付属施設の

全教職員が
一同に会して食事を共にする機会をもち、コミュニケーションを図る努力を

している。

(2)特 別の事由や事情があり、評価項目や評価の観点が求めることが実現 (達成)

できないときはその事由や事情を記述して下さい。

特になし

-94-



務》

lc2L\( l

(1)学 校法人もしくは短期大学において 「中 ・長期の財務計画」を策定している

場合は、計画の名称、策定 した経緯等を簡潔に記述 して下さい。なお中 ・長期の

財務計画は訪問調査の際に参考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。

中 0長期の財務計画については策定していない。財務運営上はここ数年来、財務再建

(累積消費支出超過額の圧縮)を 第
一義として、単年度の消費収入超過の実現を目指して

きた。教育研究経費や管理経費等諸経費の見直しによる削減、及び施設設備の営繕関係の

予算の圧縮によリー応の改善成果は見られるものの、教育研究環境の維持向上を先送りに

してきた面も否めず、この点を十分認識しなければならないと考えている。「財務基盤」

の裏付けのない 「経営」は無力であり、中 0長期的な経営施策の下に財務計画について

安定健全化を図つていく所存である。

(2)学 校法人及び短期大学の毎年度の事業計画及び予算決定に至る過程、手続を簡潔

に記述して下さい。

毎週 1回 の常務委員会にて次年度の事業計画が検討され、それと並行して各部署の予算

申請が11月に大学事務局に提出される。大学事務局では、予算申請額、実績額、並びに

事業計画に基づき、予算額を推考 し、その額をもつて各部署 と検討、協議のうえ、

予算案の策定を行 う。各部署の予算額は、大学事務局でまとめ、常務委員会で審議決定し、

理事会にて決議される。

(3)決 定した予算の短期大学各部門への伝達方法、予算執行に係る経理、出納の

業務の流れを必要な承認手続きを含めて簡潔に記述して下さい。なお経理規程等の

財務諸規程について、整備 している規程名を列記 して下さい。財務諸規程は訪問

調査の際に参考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。

1。伝達方法

理事会の決定を受けて確定 した予算は、大学事務局より各部門 (予算単位)ヘ

「経費予算査定金額通知書」をもつて示達される。

2。予算の執行

各部門 (予算単位)に おいて、予算執行依頼書と伝票を起票し、担当者及び責任者が

押印 ・確認のうえ大学事務局へ提出する。大学事務局で内容及び予算残高のチエックを

行つたのち、経理課へ回付され実際の支払いに当てる。なお、予算の執行に当たつては、
一件300,000円以上の支払いについては予算査定 (承認)済 みであつても個別稟議書を

起案の うえ承認を得なければならない。予算外の支出、予算査定 と異なる支出に

ついても同様に個別稟議書で承認を必要としている。

3日経理規程等の財務諸規程

(1)経 理規程

(3)家 族手当に関する内規

《Ⅸ 財
【財務運営

(2)給 与規程

(4)資 金運用に関する内規
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(5)役 職手当に関する内規

(7)準 専任教員給与内規

(9)役 員報酬規程

(11)教員個人研究費規程

(6)退 職手当支給規程

(8)非 常勤講師給与規程

(10)役員退職金規程

(12)受贈寄附金 ・資産の取扱内規

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」(ppe 141～168)参 照。

(4)過 去 3ヶ 年 (平成16年度～18年度)の 公認会計士監査状況の概要を開催 日順に

記述 して下さい。公認会計士の監査 と監事がどのように連携 しているか、また

公認会計士から指摘を受けた事項があれば、その対応について記述して下さい。

1.公 認会計士による監査実施状況 (平成16年度～18年度)

表 9-1  公 認会計士による監査実施状況 (監査人 :監査法人 トーマツ)

年度 年月日 監 査 内 容 備考

平成16年度 平成16年 8月24日 打合せ等

平成16年 9月21日 監査計画概要を説明、意見交換 (理事長及び監事)

平成16年10月19日 打合せ等

平成16年12月13日 期中監査 (1回目)

平成16年12月14日 期中監査 (1回目)

平成16年12月15日 期中監査 (1回目)

平成16年12月16日 期中監査 (1回目)

平成17年 3月22日 期中監査 (2回目)

平成17年 3月23日 期中監査 (2回目)

平成17年 3月24日 期中監査 (2回目)

平成17年 3月25日 期中監査 (2回目)

平成17年 4月 4日 実査 (法人本部)

平成17年 4月27日 決算打合せ

平成17年 5月16日 期末監査

平成17年 5月17日 期末監査

平成17年 5月18日 期末監査、監査中間報告 (理事長及び監事)

平成17年 5月19日 期末監査

平成17年 5月20日 期末監査

平成17年 5月27日 監査報告書、監査実施報告書提出

平成17年度 平成17年 7月 8日 打合せ等

年成17年 8月23日 打合せ等

平成17年 9月22日 監査計画概要を説明、意見交換 (理事長及び監事)

平成17年10月 4日 打合せ等

平成17年11月28日 打合せ等

平成17年12月19日 期中監査 (1回目)

平成17年12月20日 期中監査 (1回目)

平成17年12月21日 期中監査 (1回目)

平成17年12月22日 期中監査 (1回目)

平成18年 1月26日 打合せ等
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年度 年月日 監 査 内 容 備考

平成18年 2月 7日 打合せ等

平成18年 3月 9日 打合せ等

平成18年 3月20日 期中監査 (2回目)

平成18年 3月22日 期中監査 (2回目)

平成18年 3月23日 期中監査 (2回目)

平成18年 3月24日 期中監査 (2回目)

平成18年 4月 3日 実査 (法人本部)

平成18年 4月27日 決算打合せ

平成18年 5月15日 期末監査

平成18年 5月16日 期末監査

平成18年 5月17日 期末監査、監査中間報告 (理事長及び監事)

平成18年 5月18日 期末監査

平成18年 5月19日 期末監査

平成18年 5月23日 監査報告書、監査実施報告書提出

平成18年度 平成18年 9月 7日 監査計画概要を説明意見交換 (理事長及び監事)

平成18年10月 3日 打合せ等

平成18年12月18日 期中監査 (1回目)

平成18年12月19日 期中監査 (1回日)

平成18年12月20日 期中監査 (1回目)

平成18年12月21日 期中監査 (1回目)

平成19年 3月12日 期中監査 (2回目)

平成19年 3月13日 期中監査 (2回目)

平成19年 3月14日 期中監査 (2回目)

平成19年 3月15日 期中監査 (2回目)理 事長と意見交換

平成19年 4月 3日 実査 (法人本部)

平成19年 5月 1日 決算打合せ

平成19年 5月14日 期末監査

平成19年 5月15日 期末監査

平成19年 5月16日 期末監査

平成19年 5月17日 期末監査

平成19年 5月18日 期末監査

平成19年 5月23日 監査報告 (理事長及び監事)

監査報告書、監査実施報告書提出

注)上 記には監査法人事務所内での執務日は含まれていない。

2.公 認会計士と監事の連携

年に 2回 、監査法人と監事は、意見交換を行 う会合をもつている。例年、 1回 日は

毎年 9月 頃、監査法人から監事へ監査計画の概要、監査重点項目等の説明及び意見交換

を行い、 2回 日は5月 下旬に監査法人から監事への監査結果報告会を開催し、意見交換

を行っている。この監査結果報告会は監事の監査報告書作成前に開催 している。

上記以外にも、必要な場合には会合の場を設け意見交換を行つている。
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3口 公認会計士から指摘を受けた事項及びその対応

主として、購買取引の事前承認手続、固定資産の現物管理等について指摘を受けて

いる。対応として、購買取引の事前承認手続きについては、 「稟議規程」 「職務権限

規程」等、関連諸規程の改定と運用を行っている。また、固定資産の現物管理等に

ついては、毎年現物実査を行 うための手続き及び体制の整備に、継続的に取り組んで

いる。

◆参考資料55「 監査報告書綴」参照。

(5)財 務情報の公開は今までどのように行つてきたか。

に基づき、財務情報の公開をどのように実施しているか。

下さい。

また私立学校法第47条第 2項

それぞれの概要を記述して

1。財務情報の公開

平成18年度においては、 「聖和広報」の第140号で消費収支計算書、貸借対照表、

消費収支の推移表 (平成 5年 度～17年度)と ともに、本学の平成17年度の決算と平成

18年度の予算についての概要説明を掲載 した。また、同様の内容を 「聖和大学報」

No.71号にも掲載し公表した。今後は、インターネットのホームページ等による公開も

早期に行っていきたいと考えている。

2.財 産目録等の備付け及び閲覧 (私立学校法第47条第 2項 )

計算書類、予算書、財産 目録、監査報告書を財務部事務室に備え、在学する者

その他の利害関係人から請求があった場合には、拒否できる正当な理由がある場合を

除いて、これを閲覧してもらうようにしている。

◆参考資料11「 聖和大学報綴」参照。

◆参考資料47「 聖和広報綴」参照。

(6)寄 附行為に基づき、どのような基本方針で資金等の保有と運用を考えているか

簡潔に記述して下さい。なお資金等の保有と運用に関する規程等が整備されていれば、

訪問調査の際に参考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。

「資金運用に関する内規」に基づいて運用している。

(1)運 用の方法 :資金運用は、次に掲げる方法によるものとする。

①銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金、または郵便貯金

②信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託、貸付信託の受益証券

③国債、地方債、公社債、特別の法律により法人の発行する債券、格付けA格 以上の

事業債

(2)運 用の限度 :有価証券については、 1銘 柄当た り運用残高 1億 円を超えては

ならない。

(3)運 用の期間 :5年 以内とする。

(4)報 告 :毎月末の運用内容、運用残高については理事会へ報告するものとする。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:
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「資金運用に関する内規」(p。168)参 照。

(7)寄 附金 ・学校債の募集を行つていればその概要を記述して下さい。なお寄附金 ・

学校債の募集についての印刷物等を訪問調査の際に参考資料としてご準備下さい。

1。寄附金

(1)在 校生対象の寄附金

入学時寄附金にまつわる不正事件が取 り沙汰され、また入学金等の返還問題が

社会問題化する中で、取 り扱いルールの遵守を求める通達が文部科学省から

出されたことを機に、平成16年度から 「入学時寄附金」を廃止し、新 1年 生の

入学後に在校生一律に、金額一口15万円から3万 円と小日化して、依頼している。

(2)130周 年記念事業寄附金

創立130周年記念事業として 「山川記念館 (仮称)」の建築を目指し募金事業を開始

している。募金受付期間は平成17年5月 から平成22年4月 。募金目標 1億 円。

2.学 校債

学校債の募集は行っていない。

◆参考資料56「 聖和創立130周年記念事業募金申込書」参照。

【財務体質の健全性と教育研究経費について】
(1)過 去 3ヶ年 (平成16年度～18年度)の 資金収支計算書 ・消費収支計算書の概要を、

別紙様式1にしたがつて作成し、添付して下さい。

◆添付資料 6 別 紙様式 1「過去 3ヶ年の資金収支計算概要」参照。

「過去 3ヶ年の消費収支計算概要」参照。

(2)平 成19年3月31日現在の貸借対照表の概要を、別紙様式2にしたがつて作成 し

添付して下さい。

◆添付資料 7 別 紙様式 2「平成18年度の貸借対照表概要」参照。

(3)財 産目録及び計算書類 (資金収支計算書、資金収支内訳表 ・人件費支出内訳表 ・

消費収支計算書 ・消費収支内訳表 ・貸借対照表 ・固定資産明細表 ・借入金明細表 ・

基本金明細表)に ついて、過去 3ヶ 年 (平成16年度～18年度)分 を訪問調査の際に

参考資料としてご準備下さい。

◆参考資料57-1「平成17年度財産目録及び計算書類」参照。

◆参考資料57-2「平成18年度財産目録及び計算書類」参照。

◆参考資料57-3「平成19年度財産目録及び計算書類」参照。
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(4)過 去 3ヶ 年 (平成16年度～18年度)の 短期大学における教育研究経費比率

(消費収支計算書の教育研究経費を帰属収入で除した比率)を 、小数点以下 2位 を

四捨五入し1位まで求め記述して下さい。

平成18年度決算における教育研究経費支出の減少 (対平成16年度比8,493千円)は 、

教育研究用機器備品及び建物等の固定資産関係の棚卸し・見直しを会計監査法人よりの

指導、また、今回の関西学院との統合を踏まえ、「財産確定」とい う側面からも、平成

16年度より着手し、 3年 間で206百万円 (取得価額ベース)の 除去を実施したことに伴 う

減価償却額の減少 (対平成16年度比△7,092千円)が 主要因で、実質的な経費支出の

減少は微減である。
一方、帰属収入においては (対平成 16年度比 +12,071千 円)、 厚生労働省の

「指定保育士養成施設」における入学者数を、入学定員数±誤差の範囲内に抑制すべし

との指導により入学者が減少、学生生徒納付金が対前年度比36,713千円減少した。しかし

ながら、退職金財団交付金収入が、職員 4名 の定年退職及び早期退職により対前年度比

33,436千 円増加、寄附金収入も保育科の努力により対前年度比5,190千 円増加 した

ことにより、帰属収入全体としては、前年度比6,448千円増加となつた。

平成18年度の教育研究経費比率は、19。7%と なっているも、上記の要因等を考慮すれば、

当該比率は、前年度あるいは前々年度の水準を維持できているものと思料する。

表 9-5 教 育研究経費比率 (平成16年度～18年度)

16年度 17年度 18年度

教育研究経費支出   | 110,821千円 106,571千円 102,328千円

帰 属 収 入  | 507,096千円 512,719千円 519,167千円

教育研究経費比率   |(a)/(b) 21.9 % 20.8 % 19.7%

【施設設備の管理について】
(1)固 定資産管理規程、図書管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等、施設設備等の

管理に関する諸規程を、財務諸規程を含めて
一
覧表として示して下さい。なお整備した

諸規程を訪問調査の際に参考資料として準備下さい。

表 9-6 2006年 度諸規程一覧表

給与 ・経理    1経 理規程 ppe 161-166

受贈寄附金 0資産の取扱内規             lp。 167

資金運用に関する内規                lp。 168
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施設 ・その他 図書館規程

図書館の利用規程

学生寮寮則

学生寮細則

学内宿泊規程

学生寮の運営に関する内規

セミナーハウス宿泊規程

セミナーハウス使用規程

情報メデイア室使用細則

小児保健実習室 使 用要領

小児栄養実習室 使 用細則

小児栄養実習室使用許可願い

体育施設使用規程

体育館使用細則

ファミリーホール使用に関する内規

10号館学生台所使用内規

10号館学生部室使用規程

10号館宿泊のしおり

pe 648

pp。631-633

ppe 643-644

pp。645-646

p.647

p。231

p。232

p.233

pp.234-235

p。634

p。635-1

p。635-2

pp。636-637

p。638

p.639

p.640

p.641

p.642

(2)火 災等の災害対策等、以下の危機管理対策について現状を簡潔に記述して

下さい。①火災等の災害対策②防犯対策 ③学生、教職員の避難訓練等の対策

④コンピュータのセキュリティ対策⑤省エネ及び地球環境保全対策⑥その他

1。火災等の災害対策

火災 ・地震等の緊急事態発生時に、学長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに

事態に対処する。対策本部に事務局を置き、総務部長がこれにあたる。

本学キャンパスは、従来、 「広域避難場所」の指定を受けてお り、災害の際の

避難場所は 2箇 所 (中庭及びグランド)と なっている。各建物には、避難場所までの

避難経路図が表示されている。教職員においては、教職員名簿の作成を行つて教職員間

での災害時の連絡がとれるようにしている。阪神淡路大震災後に、今後の災害に備えて

非常事態対策検討委員会を発足し、『わたしたちにとつて阪神大震災とは何だったのか
―聖和大学阪神大震災関連報告 ・資料集―』を編纂し、非常事態対策の冊子 「緊急災害

ハンドブック」を作成した。火災防火のための消防設備機器は、家庭会援助金も加えて

整備している。

【緊急対策本部規程】
この規程は、火災、地震その他の聖和大学 ・聖和大学短期大学部に緊急かつ重大な

事態が発生した場合、又は発生が予想される場合 (以下 「緊急事態発生時」という)に 、

緊急対策本部 (以下 「対策本部」という)を 設置し、その被害を最小限度に止めるため、

または未然に防止するために、可及的速やかにその事態に対処することを目的として

この規程を定めている。

(1)対 策本部は、学長が必要あると認めるときに設置し、学長自ら本部長となる。学長
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が不在の場合は、第 3条 の順位に従い、設置を代行する

(2)対 策本部は、次の者をもつて構成する

①学長

②副学長

③学部長0学科主任0科長会の委員の中から学長が指名した者

④大学事務局長

⑤学生委員長

⑥教務委員長

⑦総務部長

(3)本 部長は、対策本部の活動に関するすべての権限を持ち、指揮、命令する

(4)対 策本部に副本部長を置き、副本部長は本部長が指名する

(5)副 本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代行する

(6)対 策本部に事務局を置き、その責任者は総務部長とする

(7)本 部長が必要と認めた場合は、第 1項 に規定する以外の者を構成員とすることが

できる

(8)対 策本部は、緊急事態対策活動に係る基本方針等の決定を行 うとともに、次に

掲げる任務を遂行する

① 緊急事態対応策の策定

② 教職員への指揮命令

③ 情報の収集、伝達及び広報

④ 学生、教職員の救助活動及び安全確保

⑤ 施設設備等財産の保全

⑥ 対策本部の解散

⑦ その他緊急事態対策に関する
一切の事項

(9)本 部長は、対策本部の任務を遂行するため、必要に応じ本部要員を任命する

(10)本部長は、前項に定めるほか、緊急事態発生時における業務遂行上必要な要員の

確保に努めなければならない

(11)本部長は、緊急事態対策業務を命ずる場合において、健康管理及び衛生管理に配慮

しなければならない

2口 防犯対策

警備業務については、平成18年10月より株式会社コスモスライフに委託契約依頼して

いる。

(1)夜 間においては、機械警備を1、 3、 5、 6、 7号館、10号館、図書館にて行つて

おり、施錠のみは2号館 (講堂)、4号 館 (チャペル)、8号 館 (体育館)で ある。

(2)昼 間の防犯対策は本学の 2カ 所の門 (正門、南門)に 守衛による警備を行い、

訪問者のチェック、訪問票の記入、訪問名札の着用を義務付ける等、徹底している。

(3)警 備巡回マニュアルの策定についても整備 しつつある。また、地域の自治会とも

連携し、防犯情報を入手したり、意見交換を行っている。

3.学 生、教職員の避難訓練等の対策

入学試験、入学式、卒業式等、大きな行事の際には必ず事前に災害時の対応や

避難経路等について関係者を集め打ち合わせ、避難説明を行つている。各建物の

各階には万
一の場合に備えて避難経路図を表示している。全学での避難訓練は授業を
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休講にできない等の理由で実施しにくいのが現状であるが、年に 1回 は実施する方向で

検討している。

4.コ ンピューターのセキュリティ対策

教学系として教育研究利用学内基幹LANにマルチメディア教育システムが展開されて

いる。専用回線は商用プロバイダの1.5Mbpsに接続し、WAN側の通信監視を24時間行い

障害発生時の連絡サポー トが整っている。学内LANの幹線lGbps、支線100Mbpsの高速で

安全な通信を可能にするために、FireWallを中心としたLAN構成で構築している。

ギガ対応スイッチを配備し、使用していないポー トは運転を停止し不正なケーブル接続

を防止している。教材開発及び二重化構成のファイルサーバ、堅牢なシステムを維持

するバックアップサーバ、グループ分けを行いアクセス制御のためのVLANによる認証と

セキュリティを実現する認証サーバで運用している。

メールサーバは、外部からの不正アクセスによるデータ漏洩を防止しコンピューター

ウイルス感染を防いでいる。学外からのアクセスを可能にしたe一Learningサーバに

ついては、認証をかけSSLにて運用し、アップロー ドされる教員からの教材 ・資料と

学生が提出する添付ファイル等を経由するコンピューターウイルス感染を防止する。

安全かつ快適なブラウジングを提供するPrOxy、DNSサーバを導入し、PrOxyサーバ

ではコンテンツフィルターを常駐させ不適切なサイ トヘのアクセスを制限し、LANの

負荷を軽減させている。情報処理教室端末以外のPCのLAN接続は、許可されたPCのみが

可能となっている。これらのサーバ、主要なネットワーク機器には無停電電源装置を

設置 している。サーバ室は常に施錠 して空調を保ち、情報処理教室には防犯用に

監視カメラを設置している。

情報処理教室のクライアントは、アプリケーションソフトを用い標準形を常に保持し、

利用者によるシステムの改変を禁止している。また、アカウントの発行制限を設け、

システム利用は講習会の受講及び自主利用登録が必要である。

LAN障害発生時には情報メディア室において現状把握とシステムの切り分けを行い、

必要に応じて保守契約を締結している業者に連絡を入れ、対応に当たる。

5。 省エネ及び地球環境保全対策

冷暖房の設定温度を基準化し、学内広報で呼びかけるほか、夏場のクールビズにより、

ノーネクタイ等を推奨している。本学の自然豊かなキャンパスは、西宮市の風致地区に

指定されており積極的にその保全につとめている。また燃えるごみ、ペットボ トル、

空き缶、新聞雑誌等のゴミの分別廃棄処分にも取り組んでいる。

6.そ の他

特になし

◆参考資料58「 わたしたちにとって阪神大震災とは何だったのか」参照。

◆参考資料59「 緊急ハンドブック」参照。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:
「緊急対策本部規程」(p.672)参照。
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《X 改 革 ・改善》

【自己点検・評価について】

(1)短 期大学では自己点検 ・評価 を、短期大学の運営のなかで どのよ うに

位置づけているか。また自己点検 ・評価を実施するための組織、規程等の整備状況を

記述して下さい。また今後、自己点検 ・評価をどのように実施しようと考えているかに

ついても記述して下さい。

1.自 己点検 ・評価について

本学は昭和49年 度 より年次報告をま とめ、現在、報告書の記載事項 として、

「I。年度総括」「Ⅱ。点検 ・評価」「Ⅲ.将 来の改善 ・改革に向けた方策」の三点に

統一し、自己点検評価を行つている。また、平成17年には、教育研究水準の向上を図り、

本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に

ついて自ら点検及び評価を行 う事を目的として 「自己点検 ・評価委員会規程」を設定し、

自己点検 ・評価委員会を組織した。

2。 財団法人短期大学基準協会による認証評価

本学で行つている自己点検 0評価のシステムや活動を客観的に捉えるとともに、本学

の教職員
一人ひとりの自己点検 ・評価活動に対する意識を高め、さらなる改革と改善を

進めていくことができるようにと願い、平成18年1月23日大学評議会で平成19年度の

短期大学基準協会による認証評価を受けることが決定された。これを受けて、短期大学

部第二者評価委員会ならびに作業委員会が組織され、認証評価に向けての準備に当たる

ことになった。

3。今後の方針

本法人が関西学院と合併し、関西学院の組織の中に組み込まれた後、新法人体制の

もとで主体的、積極的に自己点検 ・評価活動を行っていきたい。

◆参考資料 8「 学校法人聖和大学諸規程集」:

「自己点検 ・評価委員会規程」(pp.673～674)

(2)過 去 3ヶ 年 (平成16年度～18年度)の 自己点検 ・評価報告書の発行状況を記述

して下さい。またその報告書の配付先の概要を記述して下さい。なお過去 3ヶ 年 (平成

16年度～18年度)にまとめられた自己点検 ・評価報告書を訪問調査の際にご準備下さい。

1.発 行状況

(1)平 成16年度 :「2004年度年次報告書 自 己点検 ・自己評価報告書」

(2)平 成17年度 :「2005年度事業報告書 自 己点検 ・自己評価報告書」

(3)平 成18年度 :「2006年度事業報告書 自 己点検 ・自己評価報告書」

2日 配布先

理事、評議員、各部署の責任者、附属施設に配布のほか、閲覧用に教学補佐室に設置

している。
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◆参考資料29

◆参考資料30

◆参考資料31

「2004年度年次報告書」参照。

「2005年度事業報告書」参照。

「2006年度事業報告書」参照。

【自己点検・評価の教職員の関与と活用について】

(1)平 成18年度までに自己点検 ・評価に関わつた教職員の範囲を記述して下さい。

また今後、どのような教職員の関わり方が望ましいと考えているかを記述して下さい。

すべての授業で 「学生による授業評価アンケー ト」を行い、入試のあり方や実習方法、

進路指導等の重要な方針を決めるときは各委員会で話し合った結果を教授会で再度審議

していることから、少なくとも専任の教員はすべて、自己点検 0評価に直接的あるいは

間接的に関わつてきた。

本学の自己点検 0自己評価報告書では、大学全体としては学長及び各部署の責任者、

また教学部門は委員会組織単位ごとに各委員長より事業報告を行っている。今後、各部署

で年度の総括を行い、年次度の目標 ・課題を立てる際に、全教職員がそれぞれ関連部門で

意見を出し、関わつていくことが望ましい。

(2)平 成18年度までに行つた自己点検 ・評価結果の活用についてその実績を記述して

下さい。また今後、自己点検 ・評価の結果をどのように活用しようと考えているかに

ついても記述して下さい。

将来の改善改革

1。学校の運営方針の決定

理事会は 「自己点検 0自 己評価報告書」のデータと各部署からの報告等を鑑みて、

組織の大幅な改変、学部学科の改組、予算配分の変更、校舎の改築、授業料の変更、

入学者数決定、教職員の補充、施設や設備の改善等、学校運営に関する重要な政策や

改変を決定してきた。

2。 次年度課題の充実

年次報告では、各部門の担当者がデータ作成を通して年度の総括、点検評価、将来の

改善 ・改革に向けた方策を記述している。各部門の点検評価を行 うためには、評価項目

及び課題項 目が具体的な事項であらねばならない。各部門は、報告書作成により

得た結果を次年度の課題 としていくために、より充実した審議を行い、次年度課題を

公表することが必要と考える。

総 括

-105ロ



3。 今後の課題

現在、大学と短期大学部の報告書が合冊で作成されてお り、内容によつては大学と

短大を一括 して点検 ・評価を行つている場合が多い。今回、短期大学基準協会の

認証評価を受けるに当たり、短期大学単独の 「自己点検 ・評価報告書」を作成する

ことによつて、本学短大の独自性や長所とともに、これまで見えにくかった問題点や

改革すべき点が明確になった。従来の本学における「自己点検 ・自己評価報告書」の

点検項目を見直し、改善に向けてより有益なものとなるようにしたいと考えている。

【相互評価や外部評価について】

(1)平 成18年度までに行つた相互評価及び外部評価の概要を示し、評価結果の活用に

ついてその実績を記述して下さい。

1。 IPU Corporationによるコンサルティング業務依頼 (平成12年)

平成14年度よりの人文学部の再構築及び聖和大学の今後の経営のために、現状分析を

依頼し、学生募集 ・広報についての点検評価及び助言を受けた。短期大学部にとつても

経営のあり方や広報活動において参考になった。

2。 その他

文部科学省文学視学委員による実地視察(平成13年)の概要 (短期大学部に関連するもの)

(1)所 見

①良い自然環境の中にあり、キャンパスも整備されている。

②教員に対する学生の信頼度が高い。これは少人数教育が十分機能し、また教育に

力を注いでいるためであると考えられる。

③図書館と情報関連施設をリンクして活用した方が良いように思われる。また最終

講義終了時刻が午後 5時 40分であることを考えると、図書館が午後 6時 に閉館と

なるのは早いように思われるので、開館時間の延長を検討いただきたい。

④ FDを より活発に行つていく必要性を感 じる。教育方法を中心に、委員会等

公式な場を設け、全学的に取り組んでいただきたい。

⑤学生による授業評価を大学として取 り組んでいただきたい。また、自己点検 ・

評価についても大学の理念と現実 (カリキュラム等)と を対比するとともに、

大学としての個性を発揮するためにも、外部評価の導入を検討いただきたい。

(2)評 価結果の活用

①図書館の閉館時間を午後 7時 までに延長した。

②自己点検 0評 価委員会 を発足 させ 、学長 を長 として 自己点検 0評 価 の

組織的な活動を始め、FD活 動にも積極的に取り組み始めた。

◆参考資料60「 外部評価実施資料綴」参照。

-106ロ



(2)相 互評価や外部評価を実施するための組織、規程等の整備状況を記述して下さい。

また今後、相互評価や外部評価をどのように実施しようと考えているかについても記述

して下さい。

相互評価や外部評価を実施するための組織は、現時点においては短期大学部第二者評価

委員会がこの任に当たつているが、今後定期的に外部評価を行い、それを活用 して

いくために、規程等を整備 し、組織の再編成を検討 している。なお、短期大学問の

相互評価については、阪神 ・淡路大震災後の建物の復旧、短期大学部英語科の廃止、また

法人合併等の検討で、実施できないまま今 日に至っているが、大学設置の歴史的背景や

教育理念に共通性のある松山東雲短期大学と相互評価をする準備を進めている。評価項目

や方法については現在話し合っており、具体的な改善、改革に繋げていきたい。

【第二者評価 (認証評価)について】

(1)第 二者評価を実施するための学内組織の概要を記述して下さい

(1)短 期大学部第二者評価委員会

本委員会は、短期大学部が短期大学基準協会による認証評価を平成19年度に受ける

に当たり、学長を委員長として組織された。

メンバー :(教員)学 長、ALO、 認証評価担当学長補佐、保育科長、保育科長補佐、

図書館長、宗教主事、情報メディア室長、保育科教務委員

(職員)学 長事務課、財務部、教務課、学生課、就職課、総務課、入試

課、認証評価事務担当者

(2)短 期大学部第三者評価作業委員会

「自己点検 ・評価報告書」作成等、具体的な作業を進めるために発足した。

メンバー :ALO、 認証評価担当学長補佐、保育科長、保育科長補佐、認証評価

事務担当者

上記の委員会と短期大学部教授会及び各部署が一丸となり、全学的に取り組んでいる。

(2)第 二者評価にあたつて短期大学の決意を述べて下さい。理事長、学長、各部門の

長及び ALO(第 二者評価連絡調整責任者)が それぞれ記述されても結構です。

本学は長い歴史と伝統の中で、小規模校ながらも、その時代時代を担った教職員一人

ひとりの情熱や努力の積み重ねによつて、わが国の保育の分野における短期大学教育の
一翼を担ってきたといえる。今回、第二者評価を受けるに当たり、様々な側面から自己

点検 ・評価を行 うことを通して、長年、伝統として受け継ぎ、実施 してきた様々な事柄
一つひとつを問い直すことによつて、改めてその意味や重要性を再認識すると同時に、

本学の抱える短所や問題点にも気づくことができた。

本学の教育は、現在も良き伝統を受け継ぐという教職員の情熱と努力によつて行われて

いる。
一方で、時代の変化 に応 じた大学 としての組織化が十分でないことによる

効率の悪 さや問題があることは否めない。今後、一人ひとりの教職員の働きや努力が
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大学全体の力となり、短期大学の発展につながっていくような組織づくりを第一の課題

として、さらに個々の分野の改善へと進めていきたい。

4年 制大学への進学志向の上昇、少子化による受験者数の減少等、本短期大学を

取り巻く環境は厳しいものがあるが、127年の歴史の中には現在よりもさらに厳しい時代が

あつたと聞いている。今回の認証評価を機会 として、足 らざる点は速やかに改善し、

優れた点はさらに伸ばし、これまで続けてきた本学の目標であるところのキリス ト教精神

に基づく人間形成と、優れた保育者の育成を目指して今後とも努力していきたい。

【特記事項について】

(1)こ の 《X改 革 ・改善》の領域で示 した評価項 目や評価の観点の他に、例えは

評価 に関す る教職員への研修 の実施等、当該短期大学が改革 ・改善について

努力していることがあれば記述して下さい。

昭和51年より全教職員を対象にした研修会を実施 してきた。当初はキャンパスを離れ
一泊二日のスケジュールで、教員と職員がそれぞれ発題 し、その後分団協議をするなど

時間をかけて研修が行われた。現在、宿泊はしていないが、年 2回 実施 してお り、

その時に応じてテーマが掲げられている。創立百周年前後においては「聖和の現況と展望

(教育環境の改善を求めて)」等のテーマのもとで聖和の未来像について討議がなされ、

平成 5年 頃からは学外から講師を招き、「21世紀の国際社会に役立つ教育 0研 究を

目指して一人格形成 0カ リキュラム 0自己評価―」「ケーススタディ大阪女学院短期大学―

大学教育改革 と視点の整理―」等の講演を通 して、本学の自己点検や改革を検討する

契機とした。

平成12年には IPUコ ーポレーションにコンサルティング業務を委託し、その評価結果

について研修会で説明を聞くことによつて、また平成 17年には「聖和大学における

FD活 動を考える」というテーマで 2名 の学外講師による研修会を実施することによつて、

全教職員の意識改革 ・改善につなげる努力をした。

◆参考資料61「 教職員研修会資料綴」参照。

(2)特 別の事由や事情があり、評価項目や評価の観点が求めることが実現 (達成)

できないときはその事由や事情を記述して下さい。

特になし
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《**将 来計画の策定 (自由記述欄)》

この 「将来計画の策定」は自由記述です。 したがつて、必ず しも記述する必要は

あ りません。 しか し短期大学の現在を理解するためには、将来 どのような方向に

向かお うとしているのかを知ることも重要です。

その意味で、当該短期大学の将来計画 (中期 ・長期計画)が あ りま した ら、

差し支えのない範囲で記述して下さい。

本学は平成21年 4月 に学校法人関西学院 と合併予定であり、その中で短期大学部は

「学校法人関西学院 聖 和短期大学」となる。これまで本学が培つてきた教育を継承し、

さらに発展することができるよう関西学院 と協議 している。最終契約を結ぶに至って

いないため、短期大学部の将来構想について現段階では公表できないが、学校法人

聖和大学理事会の諮問を受けて平成18年11月に「聖和大学短期大学部将来構想委員会」が

発足し、中 ・長期計画について具体的に検討を始めている。
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表2-1(補足)平 成18年度 保育科教育課程表

科
目
の
種
別

授業科目名

授業形態 単位 教員配置 前年度履
修者人数
(クラス

数)

備考

講

義

演

習

実

習

必
修

選

択

自

由

専

任

兼

担

兼

任

一
般
教
育
科
目

キリス ト教学 ○ ○ 1 8 6 ( 2 )

文学 ○ ○ 24

日本国憲法 ○ ○ 178

人権0同和問題講義 ○ ○ 186

国際理解 ○

情報処理論 ○ ○ 1 7 9 ( 2 )

英語 ○ ○ 186(4)

英会話 ○ 1 ○ 1 2 ( 2 )

スポーツと健康教育 ○ ○ ○ ○ 186(4)

専
門
教
育
科

目

教育の本質と思想 ○ ○ 186(2)

教師論 ○ ○ ○ 1 8 6 ( 6 )

教育と社会 ○ ○ 178

キリス ト教保育 I ○ ○ 18 2 ( 2 )

キリス ト教保育Ⅱ ○ ○

発達心理学 ○ ○ 18 6 ( 2 )

教育心理学 ○ ○ 18 2 ( 2 )

臨床心理学 (カウンセリングを含む) ○ ○ 1 7 9 ( 2 )

教育情報リテラシー ○ ○ ○ 15(4)

精神保健 ○ ○ 180

障害児保育 ○ 1 ○ 189(2)

養護内容 ○ 1 ○ 186(2)

保育原理 I一A ○ ○ 1 8 6 ( 2 )

保育原理 I一B ○ ○ 18 2 ( 2 )

家族援助論 ○ ○ 179

音楽 I ○ ○ ○ ○ 184(64)

音楽Ⅱ ○ 1 ○ 186(4)

美術 ○ ○ ○ 185(4)

体育 ○ ○ 187(4)

子どもの世界と文学 ○ ○ 97(2)

人と環境 ○ ○

数の教育 ○ ○ 35

保育課程総論 ○ ○ 190(2)

保育内容  環 境 ○ ○ 1 8 7 ( 2 )

保育内容  健 康 ○ ○ 1 8 6 ( 2 )
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科

目

の
種
別

授業科目名

授業形態 単位 教員配置 前年度履
修者人数
(クラス

数)

備考

講

義

演

習

実

習

必

修

選

択

自

由

専

任

兼

担

兼

任

専
門
教
育
科
目

保育内容  言 葉 ○ ○ 1 8 6 ( 2 )

保育内容  人 間関係 ○ ○ 1 8 2 ( 2 )

保育内容  表 現 I ○ ○ 187(2)

保育内容  表 現Ⅱ ○ ○ 1 8 1 ( 2 )

保育指導法 ○ ○ 1 7 8 ( 2 )

小児保健 ○ ○ 18 7 ( 2 )

社会福祉学 ○ ○ 1 8 7 ( 2 )

社会福祉援助技術 ○ ○ 1 8 2 ( 2 )

児童福祉 ○ ○ 1 8 7 ( 2 )

児童福祉援助技術 ○ ○ ○

児童館の機能と運営 ○ ○ ○ 61(3)

地域福祉 ○ ○

在宅保育論 ○ ○ 20006年 度新科目

現代保育論 ○ ○ 95

養護原理 ○ ○ 1 8 6 ( 2 )

小児栄養 ○ ○ 186(4)

乳児保育 I一A ○ ○ 1 9 7 ( 2 )

乎L児保育 I一B ○ ○ ○ 1 7 8 ( 2 )

総合演習 ○ ○ 18 3 ( 8 )

教育実習 I ○ ○ ○ 187(10)

教育実習 I事 前 ・事後指導 ○ ○ ○ 187(10)

教育実習Ⅱ ○ ○ ○ 180(5)

教育実習Ⅱ事前0事後指導 ○ 1 ○ ○ 180(5)

保育実習 I一A ○ ○ ○ 184(5)

保育実習 I一A、Ⅱ事前 ・事後指導 ○ 1 ○ ○ 184(5)

保育実習 I一B ○ ○ ○ 181(4)

保育実習 I一B事前 ・事後指導 ○ ○ ○ 181(4)

保育実習Ⅱ ○ ○ ○ 184(5)

保育実習Ⅲ ○ ○

保育実習Ⅲ事前・事後指導 ○ ○

児童館実習 ○ ○ ○ 61(6)

小児保健実習 ○ ○ 1 8 7 ( 2 )



《*当 該短期大学の特働

参考資料 1

参考資料 2

参考資料 3

参考資料 4

参考資料 5

参考資料 6

「聖和80年史」

「聖和保育史」

「西宮市文化振興ビジョン2006」

「学校基本調査」

「学校法人関西学院と学校法人聖和大学の合併に関する包括協定」

「法人合併協定書」

《I建 学の精神 ・教育理念》

参考資料 1

参考資料 2

参考資料 7

参考資料 8

参考資料 9

参考資料10

参考資料11

「聖和80年史」

「聖和保育史」

「入学手続きのてびき」

「学校法人聖和大学諸規程集」

「保育科資料綴」

「学校礼拝週報綴」

「聖和大学報綴」

《Ⅱ 教育の内容》

参考資料 8

参考資料 9

参考資料12

参考資料13

参考資料14

参考資料15

参考資料16

「学校法人聖和大学諸規程集」

「保育科資料綴」

「2007年度開講科目教科内容」

「保育科調査資料綴」

「出張届」・「出張報告書」

「各種委員会議事録綴」

「保育科 FD検 討会議事録」

《Ⅲ 教 育の実施体制》

参考資料 8

参考資料17

参考資料18

参考資料19

参考資料20

参考資料21

参考資料22

参考資料23

参考資料24

「学校法人聖和大学諸規程集」

「教員個人調書」

「校務分掌綴」

「校地、校舎に関する図面綴」

「情報処理教室システム利用の手引き」

「固定資産台帳」

「図書館運営資料綴」

「図書館企画展綴」

「聖和のみどり」

《Ⅳ 教 育目標の達成度と教育の効果》

参考資料 9

参考資料13

参考資料25

参考資料26

「保育科資料綴」

「保育科調査資料綴」

「成績原簿」

「成績報告資料」

参考資料一覧表
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参考資料28

参考資料29

参考資料30

参考資料31

参考資料32

「就職に関する資料綴」

「2004年度年次報告書」

「2005年度事業報告書」

「2006年度事業報告書」

「科学研究費補助金資料綴」

《V 学 生支援》

参考資料 7

参考資料 8

参考資料 9

参考資料15

参考資料18

参考資料29

参考資料30

参考資料31

参考資料33

参考資料34

参考資料35

参考資料36

参考資料37

参考資料38

参考資料39

参考資料41

参考資料42

「入学手続きのてびき」

「学校法人聖和大学諸規程集」

「保育科資料綴」

「各種委員会議事録綴」

「校務分掌綴」

「2004年度年次報告書」

「2005年度事業報告書」

「2006年度事業報告書」

「大学案内」(2006年度、

「学生募集要項」

「2007年度入試ガイ ド」

「2007年度出願書類」

「入学までのご案内」

2007年度)

「学生生活支援に関する資料綴」

「聖和の幼児教育のご案内と求人のお願い2006」

「2007年度就職の手引き」

「学籍原簿」

《Ⅵ 研究について》

参考資料 8

参考資料11

参考資料17

参考資料21

参考資料32

参考資料43

参考資料44

参考資料45

「学校法人聖和大学諸規程集」

「聖和大学報綴」

「教員個人調書」

「固定資産台帳」

「科学研究費補助金資料綴」

「私立大学等経常費補助金特別補助資料」

「聖和大学論集」(2004年度、2005年度

「目的別予算補助元帳」

2006年度)

《Ⅶ 社 会的活動》

参考資料 2

参考資料11

参考資料14

参考資料46

参考資料47

参考資料48

「聖和保育史」

「聖和大学報綴」

「出張届 0出張報告書」

「公開講座関連資料綴」

「聖和広報綴」

「国際交流に関する資料綴」
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《Ⅷ 管 理運営》

参考資料 8

参考資料15

参考資料50

参考資料51

参考資料52

参考資料53

参考資料54

「学校法人聖和大学諸規程集」

「各種委員会議事録綴」

「理事会議事録」

「理事 ・監事 ・評議員名簿」

「2006年度短期大学部 (保育科)

「健康診断関係資料綴」

「出勤簿及びタイムカー ド」

教授会議事録」

《Ⅸ 財務》

参考資料 8

参考資料11

参考資料47

参考資料55

参考資料56

参考資料57

参考資料58

参考資料59

「学校法人聖和大学諸規程集」

「聖和大学報綴」

「聖和広報綴」

「監査報告書綴」

「聖和創立130周年記念事業募金申込書」

「財産目録及び計算書類」

「わたしたちにとって阪神大震災とは何だったのか」

「緊急ハンドブック」

《X 改 革 ・改善》

参考資料 8

参考資料29

参考資料30

参考資料31

参考資料60

参考資料61

「学校法人聖和大学諸規程集」

「2004年度年次報告書」

「2005年度事業報告書」

「2006年度事業報告書」

「外部評価実施資料綴」

「教職員研修会資料綴」
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添付資料一覧表

添付資料

1 *建 学の精神 ・教育理念、

教育目的 ・教育目標等について

の印刷物

添付資料 1 2007年度聖和大学短期大学部要覧

添付資料 2 2008年度大学案内

2 学生便覧等、学習等について

学生に配付している印刷物

添付資料 3 2007年度学修必携

添付資料 4 2007年度履修の手引

3 短期大学案内 添付資料 2 2008年度大学案内

4 社会人受け入れについての印刷物等 資料なし

5 寄附行為及び学貝J 添付資料 5 学校法人聖和大学寄附行為

添付資料 1 2007年度聖和大学短期大学部要覧

6 資金収支計算書消費収支計算書の

概要(過去3ヶ年)

添付資料 6 別紙様式-1

過去 3ヶ年の資金収支計算書概要

過去 3ヶ年の消費収支計算書概要

貸借対照表の概要 添付資料 7 別紙様式-2

平成18年度末の貸借対照表概要
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別紙様式 1

過去3ヶ年(平成16年度～18年度)の収支計算書の概要

【資金収支計算書/資金収入の部】

(単位 :千円)

平成16年度 平成17年度 平成18年度

法人全体分 うち短期大学分 法人全体分 うち短期大学分 法人全体分 うち短期大学分

学生生徒等納付金収入 1,417,430 419,173 1,398,968 417,713 1,353,800 381,001

手 数 料 収 入 48,746 20,278 45,945 17,202 43,299 16,679

寄 付 金 収 入 31,023 9,307 46,224 9,375 50,791 12,570

補 助 金 収 入 221,050 37,735 200,434 37,921 195,867 38,730

資 産 運 用 収 入 91,782 129 89,814 126 92,455 236

資 産 売 却 収 入 610,260 413,000 118,000

事 業 収 入 51.762 18,932 52,889 15,617 55,279 19,829

雑 収 入 8,503 1,542 90,768 14,765 85,794 48,128

借 入 金 等 収 入 850,000 900,000 700,000

前 受 金 収 入 324,920 343,441 299,538

そ の 他 の 収 入 357,258 1,097,844 510,687

資金収入調整勘定 △350,911 △408,576 △422,918

前年度繰越支払資金 1,261,554 1,516,110 2,117,953

収 入 の 部 合 計 4,923,377 507,096 5,786,861 512,719 5,200,543 517,172

【資金収支計算書 /資 金支出の部】

人 件 費 支 出 1,017,252 240,048 1,131,245 264,003 1,114,032 297,502

教育研究経費支出 242,303 70,859 244,830 71,365 245,777 69,457

管 理 経 費 支 出 116,368 38,068 103,375 30,076 100,801 27,971

借入金等 利息支 出 5,059 5,583 3,556

借 入金 等返済支出 700,834 910,008 1,009,174

施 設 関 係 支 出 43,189 4,074 42,499 12,450 12,780 3,310

設 備 関 係 支 出 20,598 6,468 20,211 5,833 29,946 8,368

資 産 運 用 支 出 903,412 842,702 243,109

そ の 他 の 支 出 409,177 416,851 473,015

資金 支 出調整勘 定 △50,925 △48,396 △55,089

次年度繰越支払資金 1,516,110 2,117,953 2,023,442

支 出 の 部 合 計 4,923,377 359,517 5,786,861 383,727 5,200,543 406,608
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【消費収支計算書/消 費収入の部】

(単位 :千円)

平成16年度 平成17年度 平成18年度

法人全体分 うち短期大学分 法人全体分 うち短期大学分 法人全体分 うち短期大学分

学生生徒等納付金 1,417,430 419,173 1,398,968 417,713 1,353,800 381,000

手 数 料 48,746 20,278 45,945 17,202 43,299 16,679

寄 付 金 31,023 9,307 46,224 9,375 52,786 14,565

補 助 金 221,050 37,735 200,434 37,921 195,867 38,730

資 産 運 用 収 入 91,782 129 89,814 126 92,455

資 産 売 却 差 額 2,303 0 6,000

事 業 収 入 51,762 18,932 52,889 15,617 55,279 19,829

雑 収 入 8,503 1,542 90,768 14,765 85,793 48,128

帰 属 収 入 合 計 1,872,597 507,096 1,931,042 512,719 1,879,279 519,167

基本金組入額合計 ∠ゝ33,824 △ 3,999 ∠ゝ 635,000 △35,000

消費収入の部合計 1,838,773 503,096 1,296,042 512,719 1,844,279 519,167

【消費収支計算書 /消 費支出の部】

人 件 費 1,054,787 251,489 1,079,810 273,801 1,124,751 274,472

教 育 研 究 経 費

(うち減価償却費)

396ヮ470

【154, 1 6 7】

110,821

【39,962】

389,535

【144.705】

106フ571

【35,205】

385,781

【140,004】

102,328

【32,871】

管 理 経 費

(うち減価償却費)

153,668

【37,,300】

49,578

【11,510】

139,715

【36,340】

39,950

【9,874】

130,632

【29,831】

36,178

【8,207】

借 入 金 利 息 5,059 5,583 3,556

資 産 処 分 差 額 7,913 1,234 9,975 640 4,501 109

徴収不能引当金繰入額 394 3,835 △73 3,183 707

消 費 支 出 の 部 合 計 1,618,292 413,152 1,628,453 420,889 1,652,405 413,793

当年度繰越消費収入

超過額

220,481 191,874

当年度繰越消費支出

超過額

332,411

前年度繰越消費支出

超過額

1,032,958 812,477 467,297

基 本 金 取 り崩 し額 677,592 2,851

翌年度繰越消費支出

超過額

812,477 467,297 272,571
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別紙様式2

平成18年度末の貸借対照表概要

(18年度末日/単 位 ;千円)

資産の部

科 目 18年度末 17年度末 増 減

固 定  資   産

有 形 固 定 資 産

その他の固定資産

動   資   産法
肌

12,801,065

10,460,405

2,340,660

2.102.925

12,808,209

10,590,020

2,218,189

2,202,665

△7 , 1 4 4

△129,615

122,471

△99,741

資 産 の 部 合 計 14,903,990 15,010,874 △106,884

負債の部

債
　
債

負
　
負

定
　
動

固
　
流

641,690

500,879

640,978

835,349

712

△334,470

負 債 の 部 合 計 1,142,570 1,476,328 △333,758

基本金の部

基 本 金 計 14,033,992 14,001,843 32,148

消費収支差額の部

翌年度繰越消費収入

(支 出 )超 過 額

△272,571 △467,297 194,726
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学校法人聖和大学

聖和大学短期大学部

機関別評価結果

平成 20年 3月 19日

財団法人短期大学基準協会
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聖和大学短期大学部の概要

設置者

理事長名

学長名

ALO

開設年月 日

所在地

学校法人 聖 和大学

茂 純 子

山村 慧

井頭 均

昭和 25年 4月 1日

兵庫県西宮市岡田山 7番 54号

設置学科および入学定員(募集停止を除く)

学科 専攻 入学定員

保育科 150

合計   1 5 0

専攻科および入学定員(募集停止を除く)

なし

通信教育および入学定員(募集停止を除く)

なし
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機関別評価結果

聖和大学短期大学部は、本協会が定める短期大学評価基準を充たしていることから、

平成 20年 3月 19日 付で適格と認める。

機関別評価結果の事由

総評

平成 18年 6月 28日 付で当該短期大学からの申請を受け、本協会は第二者評価を行

つたところであるが、評価の結果、当該短期大学は、自らの掲げる教育理念の実現お

よび教育 目標の達成に向けて順調に進捗 してお り、本協会が定める短期大学評価基準

を充たしていると判断 した。

上記の判断に至った事由は、おおよそ次の通 りである。

当該短期大学は、開学当初よリキリス ト教布教活動を前提とし、「聖和」すなわち 「聖

なる和合」を建学の精神として明確に標榜するとともに、教育目的の前提 としてきた。

この建学の精神はカ リキュラム編成にも色濃 く反映されてお り、教職員や学生は、

建学の精神および教育目的を明確に自覚 している。卒業生は幼児教育者、保育者、福

祉施設従事者などとして、地域社会のみならず全国の就職先から高い評価を得ている。

教育方法および教育内容は、教育要覧およびシラバスに明確に記載 されている。短

期大学設置基準を上回る数の専任教員に加えて、聖和大学教育学部より教員の派遣を

受け、教育実施環境は極めて良好 と判断される。さらに夏期体暇中を利用して 「プラ

スαプログラム」を提供 し、卒業後保育現場で役立つ と思われる知識や技能教育を展

開している。この企画には多数の学生が参加 し、卒業生に対するアンケー ト調査でも

好評である。

教員の研究活動も活発であり、科学研究費補助金や私立大学等経常費補助金特別補

助などを取得している。

図書館は併設大学 と共用で充実が図られている。図書館分室には 「理論 と実践Jの

場 としての演習 ・実習教育支援施設 「おもちゃとえほんのへやJを 設置 して、学術図

書とは別に絵本、紙芝居、雑誌などの教材図書を多数有 している。この施設を利用す

る学生は、児童や保護者とともに玩具 ・絵本などを使って遊ぶことができ、特徴ある

教育環境 と評価することができる。

教育施設は阪神 ・淡路大震災で大きな被害を受けたが、多額の資金を投入 し、校舎

面積も短期大学設置基準を大幅に上回る状況まで再建され、施設設備も充分な規模で

整備 されている。

学生支援体制には少人数指導を旨としてア ドバイザー制を実施 し、保健師、臨床心

理士および精神科医を擁する学生相談室と連携 して、問題解決に努力 している。

大学運営に関しては、教授会および大学評議会をはじめ各種の委員会を設置 し、教

職員一体となった運営を図つている。事務組織についても規程および必要な施設設備
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が整備 され、規程に基づいて適正に事務処理が行われている。

2。 三つの意見

(1)特 に優れた試み と評価できる事項

評価領域 I 建 学の精神 ・教育理念、教育目的 ・教育目標

○ 教 育 目標の 「キリス ト教精神に基づく豊かな人間性、専門性、実践力を兼ね備え

た保育者の育成」を明確化 し実践するために毎 日行われている学校礼拝は、全教

員が輸番制で司会 (主催)し 、また、教授会 ・各種委員会、研修会などは祈 りを

もつて始めるなど、当該短期大学所属の教職員および学生が建学の精神や教育理

念を常に確認 し、誇 りと自覚を新たにする場を設定している。

評価領域Ⅲ 教 育の実施体制

○ 専 任教員の中に多くの保育 ・教育現場経験者を含むことは、教育目的の達成の観

点から望ましい教育の実施体制である。

○ 図 書館は、運営システムが整備 され、保育科の授業や実習 と密接に関連 して教育

活動を展開している。また、「おもちゃとえほんのへや」では幼児教育関連の絵本

や玩具を多く備え、学生の勉学、地域の保育者の研修、育児支援などに大いに貢

献 している。

評価領域Ⅳ 教 育 目標の達成度と教育の効果

○ 平 成 17年 度、18年 度入学者のうち、退学者は僅か 1名 であり、学生の高い満足

度の証左である。

O SEIVLサ マーセミナーやホームカミングデーの実施、同窓会支部会や総会への理

事長 ・学長の出席など、卒業生との接触が積極的に図られている。 さらに就職先

に教員 ・職員が出向いて意見聴取を行い、現場 との信頼関係を形成している。

評価領域V 学 生支援

○ 学 生支援機構の奨学金のほかに、後援会が給付する奨学金制度 と家庭会が貸与す

る奨学金制度を持ち、経済的困窮学生を支援 している。

評価領域Ⅵ 研 究

○ 附 属幼稚園、関連施設 「聖和平L幼児保育センターJな どがあり、教員の教育活動

と研究が一体化 されている。 さらに、日本茅L幼児教育学会は併設四年制大学と当

該短期大学の教員が中心となって立ち上げた学会であり、開設当初より現在に至

るまで、日本の幼児教育研究に寄与している。

評価領域Ⅶ 社 会的活動

○ 昭 和 43年 からの国立ハンセン病療養所での泊 り込みの奉仕活動をはじめ、様々な

社会的活動は当該短期大学の建学の精神に基づくもので、学生は教員の指導支援
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の下に身をもつてその精神を具現化し、地域社会に貢献 している。

評価領域Ⅸ 財 務

○ 平 成 7年 1月 に発生 した阪神 ・淡路大地震で校舎などに甚大な損壊を被 り、その

復興に多額の費用を必要としたが、ここ数年来、法人全体が一丸となって経費の

肖1減など財務体質の健全化に努め、成果をあげている。また、「資金運用に関する

内規」に基づき、適切な資金運用を行つている。

(2)向 上 ・充実のための課題

評価領域Ⅱ 教 育の内容

○ シ ラバスに学生の科 目選択に必要な情報が必ず しもすべて網羅 されていない場合
があるので改善することが望ましい。

評価領域Ⅲ 教 育の実施体制

○ 短 期大学部教員の聖和大学での兼担が多いように見受けられるが、専任教員はで

きるだけ短期大学の業務に時間を割き、教育や学生指導に当たったほうがよいと

考えられる。

評価領域Ⅳ 教 育 目標の達成度と教育の効果

○ 卒 業生に対する就職先からの評価については、個別の意見聴取にとどまらず、よ

り定量的な評価を継続的に行 うことが望ましい。

評価領域Ⅷ 管 理運営

○ 教 務委員会など重要な委員会の規程を速やかに制定することが望まれる。

評価領域Ⅸ 財 務

○ 避 難尋1練を定期的に実施することが望まれる。

(3)早 急に改善を要すると判断される事項

なし
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3。 領域別評価結果

評価領域 評価結果

評価領域 I 建 学の精神 ・教育理念、教育目的 ・教育目標 △
口

評価領域Ⅱ 教 育の内容 A
ロ

評価領域Ⅲ 教 育の実施体制 合

評価領域Ⅳ 教 育目標の達成度と教育の効果 A
口

評価領域V 学 生支援 A
口

評価領域Ⅵ 研 究 △
口

評価領域Ⅶ 社 会的活動 △
口

評価領域Ⅷ 管 理運営 △
目

評価領域Ⅸ 財 務 △
口

評価領域X 改 革 ・改善 △
口

評価領域 I 建 学の精神 ・教育理念、教育目的 ・教育目標

当該短期大学は、明治 13年 に設立された神戸女子神学校、明治 21年 に同じく神戸

に設立されたランバス記念伝道女学校、明治 28年設立の広島英和女学校保拇師範科が

順次合同して発展 してきた。昭和 25年 に聖和女子短期大学となり、昭和 56年 に聖和

短期大学、さらに昭和 63年 に聖和大学短期大学部と名称変更を行い今 日に至っている。

この大学の歴史的背景が語る如く、当該短期大学の建学の精神は、キリス ト教宣教師

達によつて作られた ChFiStian WoFker「キリス トの働き人」の養成であり、「聖和」

の話に 「イエス ・キリス トのうちに、つなが り合い、結び会 う和合の源」すなわち聖

なる和合を表現している。

教育の根幹がキリス ト教にあることが、当領域をはじめとして教育内容 ・教育の実

施体制などの領域に色濃 く認められる。

評価領域Ⅱ 教 育の内容

幼稚園教諭二種免許状 ・保育士資格の免許 ・資格のみならず、社会福祉主事任用資

格、児童厚生二級指導員資格、認定ベ ビ
ーシッター資格が取得できるような教育課程

が編成されている。また、2年 次の教育 ・保育実習による授業時数の不足を補 うため同

一科 目を週 2回 開講 し、学生の便宜を図つている。

評価領域Ⅲ 教 育の実施体制

教員組織に関して、短期大学設置基準を上回る教員数を配置 してお り、「教員人事に

関わる規程Jに 基づき採用、昇格は適切に行われている。教員は建学の精神に基づ く

使命感を持つて教育 ・研究活動に意欲的に取組んでいる。
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震災の被害を乗 り越え、校舎や校庭が良好に整備 されている。「聖和の森Jと 呼ばれ

る中庭が学生や教員によつて維持 され、緑豊かなキャンパスと歴史を感 じさせる建造

物やチャペル、学内の各所に飾 られている絵画などが一体となり、当該短期大学の教

育理念を具象化する教育的雰囲気を醸 し出していることは評価できる。

図書館をはじめ、施設は充分な規模を有 している。大学と共用であるが、学生相互

の学習や体験の広がりに役立つようにと配慮されている。

評価領域Ⅳ 教 育目標の達成度と教育の効果

各科 日の評価方法はそれぞれ妥当な方法が選択され、著 しく合格者が少ない科 目や

著 しく評価が偏つた科 目は少ない。アンケー トによれば大多数の学生が教授陣に対 し

て 「満足Jま たは 「やや満足」と回答 している。教員は学生の満足度に配慮 しながら

授業を実施 し、授業の評価はシラバスに公開された方法で適正に実施されているもの

と判断できる。

退学者は平成 17年 度、18年 度入学者のうち 1名 と非常に少ない。また、学生のほ

とんどが希望する免許 ・資格を取得 して卒業 してお り、編入学を希望する学生に対す

る指導も充分行われている。

事業生のほとんどが専門就職を果たしている。幼児教育に長い伝統を持つ当該短期

大学は専門就職先との間に信頼関係を築き、卒業生の評価および意見を聴取して就職

指導に役立てている。編入学した学生の事後調査も充分実施 されてお り、卒業生の社

会的評価を積極的に収集する取組みが行われている。

事業生を対象とするアンケー ト調査が実施 され、その結果から卒業生や在学生を対

象 とした研修会が開催 されるようになつた。 リカレン トスクールや学内同窓会 (ホー

ムカミングデー)な どの行事を設け、色々な機会を利用 して事業生と積極的に接触 し、

さらに理事長 ・学長が同窓会総会 ・支部会に出席するなどして卒業生の情報収集に努

めている。

以上のように、教育 目標の達成度および教育効果を確認 しようとする取組みは充分

実施 されてお り、そのいずれについても高い評価が与えられるものと判断した。

評価領域V 学 生支援

大学案内には教育理念などが明示され、合格者には文書による入学前指導が行われ

ている。入学式後のオリエンテマションウィークに履修指導、学生生活指導などが実

施され、5月 には、学生間および教職員 との親睦を深めるためにフレッシュマンキャン

プが開催されてお り、入学に関する支援は充分に行われている。

学生便覧に相当する 「要覧Jや 「学習必携」などの学習支援のための印刷物は充実

している。学力不足の学生および優秀な学生に対 しては、教員が個別に指導を行つて

いる。学習上の悩みを持つ学生については、クラスア ドバイザーが学生相談室および

実習指導室などと連携を取つて指導している。校舎は勿論、休息施設、学生寮なども

充実 し、通学の便宣も図られている。独自の奨学金制度を運営し、個人情報保護の規
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程を設け、適正に処理されてお り、学生支援体制は充分である。クラブ活動や大学祭

などは学生が主体的に運営に携わり、大学は積極的に支援 している。ただし、個々あ

クラブ活動などを全学的に統括する学生組織 (いわゆる学友会)が 作 られていないの

で、その組織化を検討することが望まれる。

進路支援は就職委員会および就職課が担当し、就職最新情報を学生に提供 している。

2年 間で 20回 近く開催される就職ガイダンスなどの指導により、高い就職決定率を維

持 している。また、毎年併設四年制大学などに編入実績があり、進学に対する支援 も

行われている。

現在留学生などはいないが、多様な学生を受け入れる体制は整っている。

以上のように、学生の学習 ・生活 0進路支援および多様な学生の特別支援のための

組織的取組みは充分実施されてお り、高い評価が与えられるべきであると判断した。

評価領域Ⅵ 研 究

各教員の研究業績は個々によつて異なるが、全体として比較的活発であり、成果を

あげている。研究成果は大学の出版物などを通 して公開されている。また、科学研究

費補助金など外部からの資金調達や教員間の共同研究の実績もあり、充分評価される。

教員個人研究費規程が制定され、研究室や研究用機器 ・備品も充分整備 されている。

評価領域Ⅶ 社 会的活動

当該短期大学設立以来の歴史において、社会的活動はキリス ト教精神に基づく使命

として重要視され、現在に引き継がれている。特に昭和 43年 から始まった国立ハンセ

ン病療養所での奉仕活動は、差別や偏見の未だ厳 しい時代の中、環境整備工事などの

ワークキャンプから始まり、現在は在学生のみならず事業生や他大学生も含む活動 と

なっている。ほかにも、数々のポランティア活動が教員の支援のもと活発に推進 され

ている。

また、公開講座やサマーセ ミナー、保育者のための絵本講座など地域社会へ向けた

多様な試みが継続的に行われ、多くの保育者や地域住民の参加がある。高大連携の連

続授業や地域社会との交流 ・連携に積極的に取組み、地域社会に貢献していることは

評価できる。

さらに教員は海外での学会などの研究発表のほか、国際交流の取組みに努力してい

る。

評価領域Ⅷ 管 理運営

理事長は学校法人全般に、また学長は大学 ・短期大学の運営全般にリーダーシップ

を発揮 している。学校法人の管理運営体制は寄附行為などに基づき適切に機能を果た

している。短期大学は学lllなどの規程に基づき、教授会や各種委員会を設置して適切

に運営 されている。事務組織は大学と一体化 されているが、規程および必要な施設設
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備が整備され、事務処理は規程に基づき適正に行われている。人事管理は就業規則な

どの諸規程に則つて行われてお り、職員の健康管理、就業環境の改善や勤務時FHlの遵

守などにも適切に配慮されている。また、学校法人と大学 ・短期大学の職員間の協力

体制の構築や教員と事務職員 との連携が図られている。

このように管理運営全般について組織や設備などは充分整備され、業務も適切に遂

行されている。

評価領域Ⅸ 財 務

平成 7年 1月 に発生した阪神 0淡路大地震で校舎などに甚大な損壊を被 り、その復

興に多額の費用を要したが、法人全体が一致協力 して努力 した結果、財務体質は健全

に保たれている。 さらに、事業計画および予算は、理事会、常務委員会、大学事務局

および各部署が適切に関与 して決定され、経理規程などに基づき通正に執行 されてい

る。公認会計士による監査を期中に 2回 と期末に受けているが特に問題となる指摘も

ない。

評価領域X 改 革 ・改善

学校法人として、平成 21年 4月 に学校法人関西学院との合併が行われる予定である。

聖和大学短期大学部は聖和短期大学と名称を変更して、四年常1大学 と一体化 した運営

形態から脱却 し、独立した短期大学として独 自のあり方を切 り開くことが期待されて

いる。

当該短期大学は昭和 49年 度より 「I。年度総括J「Ⅱ.点 検 ・評価J「Ⅲ.将 来の改

革 ・改善に向けた方策Jの 三点に統一して自己点検 ・評価を行つてきている。さらに、

教育研究水準の向上と社会的使命の達成のために、平成 17年 に 「自己点検 ・評価委員

会規程」を制定し、この度の財団法人短期大学基準協会による第二者評価を得るため

の準備を行つてきた。加えて、法人の合併に伴 う当該短期大学のあり方を再検討する

ために 1.短期大学将来委員会、2.将 来構想委員会、3.諸 規則 ・規程整備検討委員会

の 3つ を柱 とする組織を構成 し、保育者養成に関する総合計画、キリス ト教主義に基

づく保育者養成、社会的活動の活性化などに関して検討する予定である。
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